行政（市長）や議会に想いを届ける方法について

住民の皆さんの想いを行政や議会に伝える方法は決して難しくありません。

＜行政（市長）に対して＞
· 行政には、「市政への手紙」「市長への意見」という窓口を設置しているところが多いのですが向日市にはありません。
· 各担当課に伝えれば市長にも届くとの答弁を頂いております。
· 自らの想いを、書面にしたため、提出しましょう！

＜議会に対して＞
· 市民は市政について意見や要望があれば、いつでも市議会に請願や陳情を提出することができます。
· 紹介議員のあるものを「請願」、ないものを「陳情」と呼び、それぞれ採択されたものは市長などに送ります。
· 請願・陳情の処理の経過及び結果については、次の定例会で市長から議会に報告されます。
· 請願・陳情の取り扱いについては、各自治体議会でそれぞれ異なりますので、様式・提出方法および期限等につきましては、各議会事務局にお問い合わせください。
· 請願・陳情には、「行政が対応（改善）すべき事務事業に関する内容」、「国や県の対応（改善）を求める意見書」があり、各自治体議会で対応が異なる場合があります。
· 請願・陳情を提出することにより、基礎自治体の立法府であり、意思決定機関である自治体議会および議員の意思が明確になり、請願・陳情が可決されれば、行政として対応を改めざるを得なくなります。是非、ご活用ください！


これらの他にも、直接、市長や議員に意見を行い、対応改善を求めることも一つの手法です。国民は主権者であり、自治体の主役です。遠慮は一切無用です。
声を力に、思いをカタチに変えて行きましょう！

向日市では令和7年第3回定例会にて向日市初の高校生請願が実現しました！次はあなたの番です！
